
(平成 21 年第２回北海道市町村職員退職手当組合議会定例会：報告書)

日 時 平成 21 年 8 月 17 日 午後 1 時 30 分

場 所 北海道自治会館 6 階 特別会議室

・ 日程第 1 補欠選挙により当選した議員の議席の指定

・7 番 渋田正巳厚沢部町長就任（和田良司奥尻町長退任）

・ 〃 第 2 会議録署名議員の指名

・宮本憲幸初山別町長 ・村尾富造清里町議会議長

・ 〃 第 3 会期の決定 本日一日(8 月 17 日)

・ 〃 第 4 報告第 1 号 例月出納検査結果報告について(平成 21 年 1 月～7 月)

（20 年度会計：円）

項 目

（20 年度）

一 般 会 計 基金会計

月末残高

歳入歳出外計

月末残高収入済額 支出済額 差引月末残高

21/1 月分 20,674,440,813 5,499,366,385 15,175,074,428 11,458,779,550 24,434,340

2 20,677,942,695 5,836,858,096 14,841,084,599 11,459,221,470 23,736,680

3 32,988,889,696 6,126,971,146, 26,861,918,550 8,476,838,087 25,635,220

4 33,271,348,239 32,156,419,702 1,114,928,537 (21 年度記載) (21 年度記載)

5 33,273,247,107 32,205,731,632 1,067,515,475 (21 年度記載) (21 年度記載)

（21 年度会計：円）

項 目

（21 年度）

一 般 会 計 基金会計

月末残高

歳入歳出外計

月末残高収入済額 支出済額 差引月末残高

21/4 月分 806,431,779 81,199,652 725,232,127 7,679,796,991 536,001,110

5 807,262,679 506,018,684 301,244,295 7,680,414,823 288,923,470

6 1,817,494,557 968,992,925 848,501,632 7,755,866,002 293,925,380

7 12,127759,796 1,805,905,810 7,779,353,562 7,779,353,562 26,708,270

・ 〃 第 5 報告第 2 号 専決処分の報告について（平成 21 年 5 月 28 日専決処分）

・組合職員の平成 21 年 6 月期の期末・勤勉手当を国家公務員の措置に準じ改正した。

①期末手当…平成 21 年 6 月期の支給割合を 100 分の 125(改正前 140)

②勤勉手当…平成 21 年 6 月期の支給割合を 100 分の 70(改正前 75)

・ 〃 第 6 承認第 1 号 組合規約の一部改正の専決処分について

・「富良野地区の学校給食組合・環境衛生組合・消防組合、上川南部消防事務組合、

富良野広域串内草地組合」が解散し、新たに「富良野広域連合」が加入することに

よる規約変更。

・ 〃 第 7 認定第 1 号 平成 20 年度歳入歳出決算認定について(別添⑥)

・ 〃 第 8 議案第 1 号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて

・国家公務員、道職員に準じ改正するものです。



①１週間の勤務時間を 38 時間 45 分(現行 40 時間)

②1 日の勤務時間を 7 時間 45 分(現行 8 時間)

・ 〃 第 9 議案第 2 号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について

・国家公務員、道職員に準じ改正するものです。

①旅費の支給を受けることができる者が、出発前に旅行命令等を変更又は取り消され

た時(死亡した時等)は、既に支出した金額のうちその者の損失となった金額を旅費

として支給できる。

②旅行中交通機関の事故又は天災等により旅費(概算)額を喪失した場合には、その範

囲内の金額を旅費として支給できる。

③日当について、早朝に出発 4 分の一、夜間に帰着 4 分の 3、加算措置をする。

④日当・宿泊費を引き下げる。（ ）内数値は現行

区 分
日 当

(1 日につき)

宿泊料（1 夜につき）

甲地方 乙地方

特定職員

議 員

３，０００円

（３，５００）

１４，０００

（１７，３００）

１３，３００

（１３，３００）

その他
２，２００

（３，１００）

１０，９００

（１５，６００）

９，８００

（１１、８００）

⑤移転料を引下げる。(鉄道 K 数で換算)

鉄道 50KM 未満 50K～100K 未満 100K～300K 未満 300K～500K 未満 500K 以上

107,000 円 123,000 152,000 187,000 248,000

○ 別添資料 ①谷川組合長挨拶 ②出納状況調(一般会計執行状況) ③給付業務の進捗状況

④退職手当支給状況調 ⑤資金収支の状況

⑥平成 20 年度決算書

（退職手当給付業務の実績）

・職種別給付額内訳・勤続年数別退職手当実績額

以上報告いたします。 北海道市町村職員退職手当組合議会議員

福島町議会議長 溝 部 幸 基



（平成 21 年 第 2 回北海道市町村職員退職手当組合議会定例会 谷川組合長挨拶）

と き 平成 21 年 8 月 17 日(火) 午後 1 時 30 分

ところ 北海道自治会館 6 階 特別会議室

本日、ここに平成 21 年第 2 回組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆

様には、衆議院議員選挙の公示日を明日に控える中、公務大変ご多用のところご出席を

賜り厚くお礼を申し上げます。

又、議員各位におかれましては、折からの経済不況の影響から道内経済が悪化し、自

治体の内外に行政課題も山積する中、それぞれの地域においてその発展と住民福祉の向

上を図るため、日々英知を傾けられ、懸命なるご努力をされておりますことに対し、深

甚なる敬意を表しますと共に、本組合の議員として組合運営の推進にご尽力をいただい

ておりますことに、心から感謝を申し上げる次第であります。

さて、本日の定例会にご提案いたします案件につきましては、先に皆様方に送付いた

しました会議案にてご承知いただいているものと存じますが、以下、恒例により当組合

の現況報告と共に、提出議案の大要について申し述べ、ご審議に際しての参考に供した

いと存じます。

まず、組合の現況についてであります。

平成 21 年度における予算執行などの状況につきましては、皆様のお手元に監査委員か

らの出納検査調書によるご報告がありますので、ここでは詳細な説明は省かせていただ

きますが、予算の進捗状況につきましては、本年度の３分の１を経過した７月末現在に

おいて、予算総額のうち、歳入ではその 33.9％、歳出では 5.0％が執行されております。

この結果、収支差引は 103 億 2 千万円余の残高を保有しており、退職者への給付業務

にも支障を来すことなく、組合財政は順調に推移いたしております。

また、7 月末現在における退職者への給付業務につきましては、退職者数で昨年同期

と比べ 9.4％の増加となっており、退職手当の額では同じく 16.7％の増額という状況で

推移しておりますが、これらの詳細につきましては、後ほどお手元の出納検査調書をお

目通しいただきたいと存じます。

次に地方自治法第 180 条の規定に基づく専決処分の報告についてでありますが、その

内容は当組合職員に係る給与改定措置に関するものであります。

この給与改定に関する取り扱いにつきましては、従来から、予め当組合議会において

指定された事項として専決処分を行ってまいりましたが、今回も国家公務員の給与改定

に準じ、5 月 28 日付にて専決処分を実施しましたので、今回ご報告申し上げます。

次に、地方自治法第 179 条第 1 項に基づく専決処分の報告とその承認についてであり

ます。その処分内容は、当組合に加入する一部事務組合のうち 5 団体が解散脱退し、新

たに設立された広域連合が加入するという組合規約の一部変更に伴う専決処分でありま



して、地方自治法第 179 条第 3 項の規定に基づきご報告、ご承認を得ようとするもので

あります。

次に、平成 20 年度歳入歳出決算認定についてでありますが、まず、歳入総額は 332

憶 7,324 万 7 千円となっており、それに対し歳出総額は 322 憶 573 万 2 千円で、この結

果、歳入歳出差引 10 億 6,751 万 5 千円余の剰余金が生じましたので、その全額を給付

準備金へ積み立てることといたしましたので、ご了承賜りたいと存じます。

なお、この決算の内容につきましたは、去る 7 月 17 日、森・竹田両監査委員の審査

を了し、そのご意見を得て本日、議会の認定に付する次第であります。

次に、条例の一部改正案についてでありますが、その 1 は「職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正案」その 2 は、「職員の旅費に関する条例の一部改正案」であり

まして、国家公務員や北海道職員の例に準じ、それぞれ職員の勤務時間、旅費について

所要の改正を行うというものであります。

以上、提出議案について、その大要を申し述べましたが、詳細につきましては事務局

長等をして説明いたさせますので、よろしくご審議をいただき、いずれも原案通りご決

定賜りますようお願い申し上げます。











平成 20 年度北海道市町村職員退職手当組合歳入歳出決算書

（歳 入：円）

款 項 予算額 調定額 収入済額 不納欠損 収入未済 予算対比

負担金 負担金 28,050,945,000 28,154,181,858 28,154,181,858 0 0 103,236,858

財産収入 財産収入 60,261,000 62,334,633 62,334,633 0 0 2,073,633

繰入金 繰入金 6,880,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 0 0 △1,880,000,000

繰越金 繰越金 4,473,000 4,473,083 4,473,083 0 0 83

諸収入

37,730,000 52,257,533 52,257,533 0 0 14,527,533

延滞金 1,000 0 0 0 0 △1,000

預金利息 19,600,000 33,774,931 33,774,931 0 0 14,174,931

納付金 14,066,000 14,066,941 14,066,941 0 0 941

雑 入 4,63,000 4,415,661 4,415,661 0 0 352,661

歳 入 合 計 35,033,409,000 33,273,247,107 33,273,247,107 0 0 △1,760,161,893

（歳 出：円）

款 項 予算額 支出済額 翌年繰越 不用額 予算対比

議会費 議会費 4,137,000 2,542,223 0 1,594,777 1,594,777

総務費

75,025,000 70,242,032 0 4,782,968 4,782,968

総務管理費 74,530,000 69,815,242 0 4,714,758 4,714,758

監査委員費 495,000 426,790 0 68,210 68,210

給付費 給付費 34,876,148,000 32,072,631,305 0 2,803,516,695 2,803,516,695

積立金 積立金 60,261,000 60,261,000 0 0 0

公債費 公債費 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000

諸支出金 諸支出金 56,000 55,072 0 928 928

予備費 予備費 14,782,000 0 0 14,782,000 14,782,000

歳 出 合 計 35,033,409,000 32,205,731,632 0 2,827,677,368 2,827,677,368






